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農業者のための公的資金一覧
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※１　貸付利率は、令和３(2021)年１月19日（畜産関係の資金は2020年11，12月)の金利水準により試算。金利情勢により変動することがあります。
※２　災害の都度決定されます。
※３　実質化された人・農地プランの中心経営体として位置づけられた認定農業者又は農地中間管理機構で農地を借り受けた認定農業者が
　　　 スーパーL資金を借り入れる場合並びに畜産経営体質強化支援資金については、貸付当初５年間は金利負担が軽減されます。
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産 地 基 盤 強 化 促 進 資 金
認定農業者 ７～１５ ２～７

災 害 復 旧 支 援 資 金

農協
銀行
等

認 定 農 業 者 育 成 確 保 資 金

担 い 手 育 成 資 金 ７～１５ ２～７ 1,800

一 般 資 金
７～２０ ２～７

個人 　　1,800
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日本政策
金融公庫
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（利率：令和３(2021)年１月19日現在）
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注）○印であっても条件により融資が受けられない場合があります。
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貸付極度額の範囲内で、何度でも借入・返済ができる、認定農業者向けの短期運転資金です。

［資金使途］

［貸付条件］

［融資機関］ 各農業協同組合、農林中央金庫、各銀行、各信用金庫等

農業経営の改善を図るために必要な設備投資等を行うときに、低利で借入れることができる資金です。

［資金使途］

［貸付条件］

［融資機関］ 各農業協同組合、各銀行、各信用金庫等

３

スーパーＳ資金（農業経営改善促進資金）

農業近代化資金

種苗、肥料、飼料、家畜の購入費等の経営全般にかかる運転資金（既往負債の借換えは含まない。）

貸付対象者 認定農業者

貸付限度額 個人：500万円 法人：2,000万円
※畜産・施設園芸経営の場合は、個人：2,000万円、法人：8,000万円

貸付対象者 認定農業者、集落営農組織、認定新規就農者、農業者等

貸付限度額
個人施設

① 個人 1,800万円 （知事特認２億円）

② 法人及び任意団体 ２億円

共同利用施設 農業協同組合、任意団体 １５億円

償還期限 ７～２０年（据置２～７年以内）

トラクター、コンバイン等の農業機械の取得
畜舎、ハウス、果樹棚等施設の取得・改良・造成・復旧
家畜の購入、育成、果樹等の植栽・育成
農薬、種苗、肥料、飼料の購入等の農業経営に必要な仕入及び経費に必要な資金（運転資金）
直売所等の農産物の加工処理・流通販売施設の取得・改良・造成
賃借権、農業機械等の利用権の取得

主な資金の概要



農地の取得や設備投資をするときなど、必要とする金額が大きなときに借りることができる認定農業者の
ための低利資金です。農業近代化資金と同様に、機械・施設などの取得に必要な設備資金及び長期運転
資金に加え、以下の内容にも対応できる償還期間の長い資金です。

【資金使途】

【資金条件】

日本政策金融公庫資金

スーパーL資金（農業経営基盤強化資金）

経営体育成強化資金

認定農業者以外の担い手農業者が利用できる長期資金です。農業経営改善のための前向き投資資金
と負債の償還負担を軽減するための資金があります。

［資金使途］

［貸付条件］ 下記①～③の範囲内でかつその合計が個人1億5,000万円、法人・団体5億円以内

※ 実質化された人・農地プランの中心経営体として位置づけられた認定農業者又は農地中間管理機構で
農用地等を借り受けた認定農業者が借り入れる場合は、予算の範囲内で貸付当初５年間の金利が
軽減されます。

※ TPPによる新たな国際環境の下で新たに攻めの経営展開を行う計画を策定し､上記の金利負担軽減措
置を受けようとする方の十分な担保提供が困難な場合、事業性を確認した上で、実質無担保・無保証人
貸付が行われます。

４

貸付対象者 認定農業者

貸付限度額

① 個人 ３億円（特認６億円）

② 法人 １０億円（特認３０億円）
【ただし、経営の安定を図るのに必要な資金については、
個人：6,000万円（特認1億2,000万円）、法人：2億円（特認4億円）】

償還期限 ２５年以内（据置１０年以内）

・農地の取得・改良・造成
・負債の整理（制度資金は除く。）等経営の安定を図るのに必要な資金

前向き投資資金（設備・運転資金等の使途は農業経営基盤強化資金とほぼ同様）、負債の整理に

必要な資金（再建整備資金）、制度資金等の円滑な支払いに必要な資金（償還円滑化資金）

貸付対象者 農業者、集落営農組織等

貸付限度額

① 前向き投資資金 自己負担額の80%

② 再建整備資金 個人：1,000万円（特認1,750万円、特定2,500万円）
法人：4,000万円

③ 償還円滑化資金 負債の各年の支払金の合計額

償還期限 ２５年以内（据置３年以内、果樹の新植等は据置10年以内）



新たに農業経営を営もうとする青年等が経営を開始するために必要な長期資金として利用できる
無利子の資金です。

［資金使途］

［貸付条件］

青年等就農資金

貸付対象者

認定新規就農者
※ 青年（原則として18歳以上45歳未満）、効率的かつ安定的な農業経営を営むため
に活用できる知識・技能を有する者(65歳未満）、又はこれらの者が役員の過半を占め
る法人で、市町に青年等就農計画の認定を受けた者

貸付限度額 ３，７００万円（特認１億円）

償還期限 １７年以内（据置５年以内）

農業改良資金

農業経営における生産・加工・販売の新部門の開始や、品質・収量の向上、コスト・労働力の削減の
ための新たな取組みにチャレンジする担い手を応援する無利子の資金です。

［資金使途］

［貸付条件］

農業施設、農機具等の改良・取得、農産物の処理加工施設、販売施設の改良・造成・取得
賃借権、農業機械等の利用権の取得、家畜の購入・育成、果樹等の植栽・育成
品種の転換、営業権の取得、研究開発
需要を開拓するための調査費用、通信情報処理機材の取得
認定中小企業者が使用する加工・販売施設
連携先の農業者の農業経営に必要な施設の設置（認定中小企業者及び認定製造事業者等が農業
者に代わって導入する場合）

貸付対象者 六次産業化法の認定農業者、ｴｺﾌｧｰﾏｰ、認定中小企業者、認定製造事業者等

貸付限度額
① 個人 ５，０００万円

② 法人等 １億５，０００万円

償還期限 １２年以内（据置３年～５年）

５

日本政策金融公庫資金

農地の改良・造成、農地等の借地料（農地の取得費用を除く）

農業経営のための機械・施設（加工処理・流通販売・観光農業用施設を含む）の取得費用・リース料

種苗・家畜等の購入・育成、長期運転資金などその他の青年等就農計画中に必要となる初期的経営

費用



経営環境の悪化等により負債の償還が困難となっている農業者が、既往借入金の償還負担を軽減
するための借換え資金です。
[資金使途］

［貸付条件］

［融資機関］ 各農業協同組合、農林中央金庫、各銀行、各信用金庫等

不慮の災害、米価の下落等の社会的・経済的な環境の変化によって売上が減少し、経営に支障を来して
いる場合などに利用できる低利な長期運転資金です。

［資金使途］

［貸付条件］

農林漁業セーフティネット資金

スーパーＷ資金（アグリビジネス強化のための資金）

認定農業者が、加工・販売など経営の多角化を行うために設立した法人（アグリビジネス法人）が、必要
な施設の整備を行うための資金です。

［資金使途］

［貸付条件］

日本政策金融公庫資金

６

農業経営負担軽減支援資金

貸付対象者 認定農業者が加工・販売や農業体験サービスなどを行うために設立した法人で、
アグリビジネス強化計画を作成し認定を受けているもの

貸付限度額 事業費の８０％（特例：事業費の９０％）

償還期限 ２５年以内（据置５年以内） ※関連費用は10年以内（据置３年以内）

農産物処理加工施設、農産物保管貯蔵施設、滞在型農園施設、農産物直売所施設、農林漁業体
験実習館及び農山魚村ふれあい体験宿泊施設の改良、造成又は取得とその関連費用

社会的・経済的環境の変化等経営者の責めに帰すことができない事由により、資金繰りに支障を来
たしている場合等に必要な運転資金

貸付対象者 認定農業者、認定新規就農者、農業者、集落営農組織等

貸付限度額 ６００万円
（特認：年間経営費の１２分の３以内〔特例：１２分の６〕又は粗収益の１２分の３の
いずれか低い額）

償還期限 １０年以内（据置３年以内）

制度資金（貸付利率が年５．０％以上のものを除く）以外の営農負債の借換え
※年５．０％未満の制度資金の負債は経営体育成強化資金が借換えの対象となります。

貸付対象者 負債の償還が困難になっている農業者等で一定の要件を満たす者

貸付限度額 営農負債の残高

償還期限 １０年以内（据置３年以内、特認：１５年以内）



機 関 名 電 話 番 号 住 所

河内農業振興事務所管理部 （０２８）６２６－３０５９ 宇都宮市竹林町 １０３０－２

上都賀農業振興事務所管理部 （０２８９）６２－５２３６ 鹿沼市今宮町１６６４－１

芳賀農業振興事務所管理部 （０２８５）８２－４４３８ 真岡市荒町 １１６－１

下都賀農業振興事務所管理部 （０２８２）２３－３４２６ 栃木市神田町 ５－２０

塩谷南那須農業振興事務所管理部 （０２８７）４３－１２５１ 矢板市鹿島町 ２０－２２

那須農業振興事務所管理部 （０２８７）２３－３１４１ 大田原市本町 １－３－１

安足農業振興事務所企画振興部 （０２８３）２３－１４５５ 佐野市堀米町 ６０７

栃木県農政部経済流通課 （０２８）６２３－２２９７ 宇都宮市塙田 １－１－２０

栃木県農政部畜産振興課 （０２８）６２３－２３４４ 同上

農林中央金庫宇都宮支店 （０２８）３０５－４９１４ 宇都宮市平出工業団地９－２５（１階）

栃木県農業信用基金協会 （０２８）６１６－８８８８ 宇都宮市平出工業団地９－２５（７階）

(株)日本政策金融公庫宇都宮支店
農林水産事業

（０２８）６３６－３９０１ 宇都宮市二番町１－３１（ビル５階）

農業制度資金に関する情報は、ホームページ上でも提供しています。

栃木県 農政部 経済流通課

（株） 日本政策金融公庫

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g03/index.html

http://www.jfc.go.jp/

農業制度資金に関するお問い合わせ先

① 必要書類の作成や実際に口座へ入金されるまでの手続きにある程度の期間を要します
ので、借入の際には資金が必要となる時期を十分考慮して事業計画をお立てください。

② 融資の可否については、「事業計画の内容の妥当性」及び「返済の実行可能性」等を
総合的に審査した上で判断をいたしますので、お申込み者全員が必ず融資を受けられ
るものではございません。

③ 制度資金の貸付決定をする前に事業を行っていたり、既に完了してしまっているもの
は、原則として貸付対象になりません。

農業者の方が、農協等の融資機関から農業制度資金を借り入れる場合、保証料をお支払
いいただくことにより、農業信用基金協会がその債務を保証する信用保証制度があります。

これにより、特別な場合を除き、無担保・無保証人での融資が可能になります。
借入予定額や他の負債の状況等により取扱いが異なりますので、詳しくは融資機関の窓

口にお問い合わせください。
なお、日本政策金融公庫資金については、農協から転貸する場合を除き、当制度を利用

することができません。

栃木県 経済流通課 検索

日 本 公 庫 検索

信用保証制度について

農業制度資金の借入れにあたっては、次の点に御注意ください。

詳細については、最寄りの農協、銀行、市町のほか、下記までお問い合わせください。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/g03/index.html
http://www.jfc.go.jp/

